
 

子ども会活動補助金（概算払い）に関する手続きの流れ

※補助金の確定された額が、概算払で既に交付を受けている額を下回るときは、その差額を返納いただきますので申請にあ
たってはご留意ください。

申 請 者 教 育 委 員 会必要書類

受付①補助金の交付申請

1.交付申請書

2.事業計画書

3.収支予算書

4.概算払請求書

審査

交付決定

決定通知書・補助金の交付

案内の送付

補助金の振込み

事業の実施

③実績報告
1.実績報告書

2.事業実施状況写真
承認

ご注意ください。

・実績報告の未

提出は、手続き

が完了していな

い状態です。

確定通知書

事業費の1/2で補助金の上限２万


